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(57)【要約】
【課題】　画像形成装置の部品など消耗品の交換に際し
て、リユース品を用いる際には適切な設定を施すことが
望まれる。
【解決手段】　本発明における印刷システムは、画像形
成装置の消耗品の交換に際して、リユースの消耗品を利
用することが判定されたことに応じて、当該リユースの
消耗品を交換したことに対応して変更すべき設定を指示
する指示手段を備え、当該リユースの消耗品の交換後に
、前記指示手段により指示された設定が前記画像形成装
置に行われることを特徴とする。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置の消耗品の消耗度に応じて、管理している新品またはリユースの消耗品に
よる交換を行うための管理装置を含む印刷システムであって、
　画像形成装置の消耗品の交換に際して、新品の消耗品を利用するか、リユースの消耗品
を利用するかを判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定の結果に基づき、新品またはリユースの消耗品を交換の際して
利用する旨を通知する通知手段と、
　前記判定手段によりリユースの消耗品を利用することが判定されたことに応じて、当該
リユースの消耗品を交換したことに対応して変更すべき設定を指示する指示手段とを備え
、
　前記判定手段により利用することが判定されたリユースの消耗品の交換後に、前記指示
手段により指示された設定が前記画像形成装置に行われることを特徴とする印刷システム
。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記画像形成装置のユーザの顧客情報に基づき新品の消耗品を利用す
るか、リユースの消耗品を利用するかを判定することを特徴とする請求項１に記載の印刷
システム。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記顧客情報に含まれる残りの契約期間及びユーザの使用状況と、リ
ユースの消耗品の寿命との比較に基づき交換に利用すべきリユースの消耗品を決定するこ
とを特徴とする請求項２に記載の印刷システム。
【請求項４】
　前記判定手段は、前記画像形成装置のユーザの指示に基づき、新品の消耗品を利用する
か、リユースの消耗品を利用するかを判定することを特徴とする請求項１に記載の画像形
成装置。
【請求項５】
　前記指示手段は、交換に利用するリユースの消耗品の消耗度に応じて、前記画像形成装
置に設定すべき設定値を変動させることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載
の印刷システム。
【請求項６】
　前記消耗品は、感光ドラム、搬送ローラ、及び裏紙の少なくとも何れかを含み、
　前記指示手段により指示される設定として、交換に利用するリユースの消耗品が感光ド
ラムの際にはキャリブレーションの実行を、搬送ローラの際にはローラの回転数の変更を
、裏紙の際には両面印刷の制限を行うことを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記
載の印刷システム。
【請求項７】
　自装置の消耗品の交換に際して、新品の消耗品を利用するか、リユースの消耗品を利用
するかを判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定の結果に基づき、新品またはリユースの消耗品を交換の際して
利用する旨を通知する通知手段と、
　前記判定手段によりリユースの消耗品を利用することが判定されたことに応じて、当該
リユースの消耗品の交換後に、当該リユースの消耗品を交換したことに対応して変更すべ
き設定を自装置に行う設定手段と、を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項８】
　前記判定手段は、前記画像形成装置のユーザの顧客情報に基づき新品の消耗品を利用す
るか、リユースの消耗品を利用するかを判定することを特徴とする請求項７に記載の画像
形成装置。
【請求項９】
　前記判定手段は、前記顧客情報に含まれる残りの契約期間及びユーザの使用状況と、リ
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ユースの消耗品の寿命との比較に基づき交換に利用すべきリユースの消耗品を決定するこ
とを特徴とする請求項８に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記画像形成装置の消耗品の交換に利用するリユースの消耗品を指定、及び当該指定さ
れたリユースの消耗品に対応して変更すべき設定の指示を行うための画面の表示を行う表
示手段をさらに備え、
　前記判定手段は、前記表示手段により表示された画面からのユーザの指示に基づき、新
品の消耗品を利用するか、リユースの消耗品を利用するかを判定し、
　前記設定手段は、前記表示手段により表示された画面からのユーザの指示に基づき、リ
ユースの消耗品の交換後に、当該リユースの消耗品を交換したことに対応して変更すべき
設定を自装置に行うことを特徴とする請求項７に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記消耗品は用紙であって、
　前記判定手段は、前記表示手段により表示された画面からのユーザの指示に基づき、新
品の消耗品として普通紙を利用するか、リユースの消耗品として裏紙を利用するかを判定
し、
　前記設定手段は、前記表示手段により表示された画面からのユーザの指示に基づき、前
記裏紙の交換後に、当該裏紙がセットされたカセットからの印刷に際して両面印刷を制限
する設定を行うことを特徴とする請求項１０に記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記設定手段は、交換に利用するリユースの消耗品の消耗度に応じて、前記画像形成装
置に設定すべき設定値を変動させることを特徴とする請求項７乃至１０の何れか１項に記
載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記消耗品は、感光ドラム、搬送ローラ、及び裏紙の少なくとも何れかを含むことを特
徴とする請求項７乃至１０の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　印刷指示するユーザに関する情報に応じて、片面印刷を制限し、両面印刷を行わせるた
めの権限情報に基づき印刷を制御する制御手段をさらに備え、
　リユースの消耗品として裏紙が交換された際には、当該裏紙を用いる印刷指示において
は片面印刷を可能とする例外設定を含む権限情報を生成し、
　前記制御手段は、当該生成された権限情報に基づき、前記ユーザにより裏紙を用いる印
刷指示がされた際には例外的に片面印刷で印刷を行うよう制御することを特徴とする請求
項７に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　画像形成装置の消耗品の消耗度に応じて、管理している新品またはリユースの消耗品に
よる交換を行うための管理装置を含む印刷システムにおける制御方法であって、
　画像形成装置の消耗品の交換に際して、新品の消耗品を利用するか、リユースの消耗品
を利用するかを判定する判定工程と、
　前記判定工程による判定の結果に基づき、新品またはリユースの消耗品を交換の際して
利用する旨を通知する通知工程と、
　前記判定工程によりリユースの消耗品を利用することが判定されたことに応じて、当該
リユースの消耗品を交換したことに対応して変更すべき設定を指示する指示工程とを備え
、
　前記判定工程により利用することが判定されたリユースの消耗品の交換後に、前記指示
工程により指示された設定が前記画像形成装置に行われることを特徴とする制御方法。
【請求項１６】
　自装置の消耗品の交換に際して、新品の消耗品を利用するか、リユースの消耗品を利用
するかを判定する判定工程と、
　前記判定工程による判定の結果に基づき、新品またはリユースの消耗品を交換の際して
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利用する旨を通知する通知工程と、
　前記判定工程によりリユースの消耗品を利用することが判定されたことに応じて、当該
リユースの消耗品の交換後に、当該リユースの消耗品を交換したことに対応して変更すべ
き設定を自装置に行う設定工程と、を備えることを特徴とする画像形成装置における制御
方法。
【請求項１７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の手段としてコンピュータを機能させるためのプロ
グラム。
【請求項１８】
　請求項７乃至１４の何れか１項に記載の手段としてコンピュータを機能させるためのプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置の消耗品の管理のための技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成装置の消耗品について、その使用履歴に基づき消耗品の寿命管理を行な
うことが知られている。また、リユース消耗品の在庫管理を行い、消耗品の交換時にリユ
ース消耗品の交換を可能とする管理システムも考えられている。（例えば、特許文献１）
　特許文献１では、消耗品の寿命に近づくと、画像形成装置は管理装置へ消耗品の交換要
求を送信する。その後、管理装置にて画像形成装置の残り契約期間、顧客の使用状況、ま
た管理しているリユース消耗品の残り寿命から、交換対象となるリユース消耗品を抽出す
るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１８５８２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の開示以外にも、リユース消耗品の交換においては、新品の
消耗品と異なり、交換後に過去の使用状況に対応した画像形成装置の各種設定（色味、印
刷設定など）などを考慮する必要があった。
【０００５】
　そこで本発明では、画像形成装置の部品など消耗品の交換に際して、リユース品を用い
る際には適切な設定を施すことが可能な手法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明における印刷システムは、画像形成装置の消耗品の消
耗度に応じて、管理している新品またはリユースの消耗品による交換を行うための管理装
置を含むシステムであって、画像形成装置の消耗品の交換に際して、新品の消耗品を利用
するか、リユースの消耗品を利用するかを判定する判定手段と、前記判定手段による判定
の結果に基づき、新品またはリユースの消耗品を交換の際して利用する旨を通知する通知
手段と、前記判定手段によりリユースの消耗品を利用することが判定されたことに応じて
、当該リユースの消耗品を交換したことに対応して変更すべき設定を指示する指示手段と
を備え、前記判定手段により利用することが判定されたリユースの消耗品の交換後に、前
記指示手段により指示された設定が前記画像形成装置に行われることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明によれば、画像形成装置の部品など消耗品の交換に際して、リユース品を用いる
際には適切な設定を施すことが可能な手法の提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】画像形成装置と管理装置とのインターネットを介した接続関係を示す図
【図２】管理装置の構成図
【図３】画像形成装置の構成図
【図４】管理装置が持つ消耗品に関する情報テーブルの一例
【図５】管理装置が持つ顧客に関する情報テーブルの一例
【図６】管理装置が持つリユース消耗品に関する情報テーブルの一例
【図７】交換するリユース部品とその際に変更する画像形成装置の設定に関する対応テー
ブルの一例
【図８】管理装置の交換部品抽出、画像形成装置への設定指示の処理を説明するためのフ
ローチャート
【図９】管理装置の交換部品の抽出処理を示説明するためのフローチャート
【図１０】画像形成装置における、管理装置からの指示に基づく処理を詳細に説明するた
めのフローチャート
【図１１】画像形成装置における、交換部品抽出から設定変更指示までの処理を説明する
ためのフローチャート
【図１２】画像形成装置における交換部品の抽出処理の詳細を説明するためのフローチャ
ート
【図１３】画像形成装置における交換部品に関する表示画面の例
【図１４】画像形成装置における交換部品に関する表示画面の例
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００１０】
　［実施例１］
　図１は、本発明の実施の形態に係る印刷システムを示し、画像形成装置本体と管理装置
とのインターネットを介した接続関係を示す図である。
【００１１】
　この図において１０１はＬＡＮ、１０２は画像形成装置、１０３はＰｒｏｘｙ　Ｓｅｒ
ｖｅｒ、１０４はインターネットのセキュリティを高めるために設置されたＦｉｒｅｗａ
ｌｌ（ＦＷ）を表している。画像形成装置１０２にはプリント機能以外にも、スキャン、
ＦＡＸ、コピーなどの機能が含まれてもよい。１０５は一般のユーザが業務等で使用する
パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、これらがＬＡＮ１０１に接続されていることを表して
いる。また、１０７はＬＡＮ１０１に接続される各装置がＦＷ１０４を介してインターネ
ットに接続されている環境を表している。
【００１２】
　ここで、１０６は画像形成装置の稼動状態を一元的に管理する管理装置である。画像形
成装置１０２は、ＬＡＮ１０１を介して自身に設定された通信スケジュールに従って、画
像形成装置１０２の稼動情報（印刷枚数などのカウンタ値、稼動状況ログ、設置環境情報
、および障害情報）をインターネット１０８経由で管理装置１０６へ送信する。この際の
通信方式としては、ＳＮＭＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を介したＭＩＢ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｂａｓｅ）のやり取りなどがある。ここで装置間の通信プロトコルは、ＨＴＴＰやＨＴＴ
ＰＳなどのプロトコルを想定しているが、とくに限定するものではない。例えば、図１の
例において、画像形成装置１０２はＨＴＴＰＳを利用してＰｒｏｘｙ　Ｓｅｒｖｅｒ１０
３とＦＷ１０４を介して、管理装置１０６にデータを送信している。また、管理装置１０
６はインターネットを介して、環境１０７のような画像形成装置が設置されるような顧客
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ネットワークを、複数、管理対象とすることができる。
【００１３】
　図２は、管理装置１０６の備えるハードウェア構成と、管理装置で実現される機能モジ
ュールを説明する図である。管理装置１０６は、通信部２０１、記憶部２０２、制御部（
ＣＰＵ）２０３によって構成される。
【００１４】
　通信部２０１は、画像形成装置１０２と通信を行うための機能を持つ。具体的には、通
信部２０１が、画像形成装置１０２から送信されるデバイス情報（画像形成装置の各種識
別情報や稼働情報など）の受信、画像形成装置１０２への指示・各種情報の送信を制御す
る。
【００１５】
　記憶部２０２は、デバイス情報や販売会社情報、顧客情報などを保存する。
【００１６】
　制御部２０３は、通知管理部２０４、販売会社情報管理部２０５、デバイス情報管理部
２０６、及び顧客情報管理部２０７といった機能モジュールを実現する。制御部２０３に
より実現される機能ジュールによって、複数の画像形成装置を監視し、例えば保守を行う
ために必要な情報を管理する。通知管理部２０４は、通信部２０１を介して通知される通
知情報の生成や通知先の指定を行う。この通知には、画像形成装置１０２を保守するサー
ビスマンへの保守依頼通知や消耗品の補充依頼通知などがある。販売会社情報管理部２０
５は、顧客ネットワークに設置された画像形成装置１０２の管理、サポートを行う販売会
社の情報を管理する。デバイス情報管理部２０６は保守対象の画像形成装置１０２に関す
る情報を管理する。管理対象となる情報としては、画像形成装置を識別するための識別情
報（デバイスＩＤ、デバイスタイプ、ＩＰ・ＭＡＣアドレスなど）、画像形成装置の稼動
情報、及び保守履歴、画像形成装置の管理者に関する管理者情報、画像形成装置の消耗品
情報などがある。顧客情報管理部２０７は、画像形成装置１０２が設置された顧客ネット
ワークの顧客に関する情報を管理する。その情報の中には、販売会社との保守契約に関す
る情報も含まれる。
【００１７】
　図３は、画像形成装置１０２の備えるハードウェア構成と、画像形成装置で実現される
機能モジュールを説明する図である。画像形成装置１０２は通信部３０１、記憶部３０２
、画像形成部３０３、制御部３０４、操作部３０５、及び表示部３０６によって構成され
る。
【００１８】
　通信部３０１は、画像形成装置１０２に関するデバイス情報の管理装置１０６への送信
、管理装置１０６から送信される指示、各種情報の受信を制御する。送受信は、ＳＭＴＰ
やＨＴＴＰ／ＨＴＴＰＳなどを用いて実現される。
【００１９】
　記憶部３０２は、画像形成装置の識別情報、管理装置の識別情報などを保持する。また
、画像形成装置１０２の各種カウンタ値や動作履歴、さまざまな異常状態を表す情報など
の稼動情報も記憶される。管理装置情報には、画像形成装置１０２を管理する管理装置１
０６のＩＰアドレスなどの通信に関する情報が含まれる。
【００２０】
　画像形成部３０３は、印刷データを生成し、印刷出力するといった機能を持つ。
【００２１】
　制御部３０４は、画像形成装置１０２全体を制御するとともに、デバイス情報に含まれ
る各種情報の管理を行うとともに、スケジュールに従う送信のための制御などを行う機能
モジュールであるデバイス情報制御部３０７を実現する。デバイス情報制御部３０７では
、印刷制御における異常やその他画像形成装置の状態の検出や管理を行うとともに、カウ
ンタ値の管理、外部装置への通知情報の管理も行う。また、入力された指示に従って、色
味調整や印刷モード、その他機能の設定に関する制御も行う。
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【００２２】
　操作部３０５は、ユーザによる印刷指示をはじめとする画像形成装置１０２に対する操
作を可能とするためのインターフェースである。表示部３０６は、ユーザに対して適切な
情報を含む画面を表示する。ここで表示される情報とは画像形成装置の状態情報、各種設
定情報などが含まれる。
【００２３】
　図４は、管理装置１０６が保持する画像形成装置に用いられている部品に関する情報を
管理するテーブルの一例である。このテーブルは、管理装置１０６の記憶部２０２に保持
されている。
【００２４】
　４０１は、各部品の部品名を示している。４０２は、各部品を識別するためのシリアル
番号を示している。４０３は、各部品の消耗率を算出する際に用いるカウンタ値の単位を
示している。本実施例では単位が用紙枚数だが、他に回転数、使用時間などが挙げられる
。４０４は、各部品のカウンタの値を示している。４０５は、各部品の消耗率を示してい
る。消耗率はあらかじめ管理装置１０６に登録された各部品の寿命情報と、各部品のカウ
ンタ４０４の値から算出される。４０６は、各部品の前回交換した日付を示している。
【００２５】
　図５は、管理装置１０６に登録された顧客情報を管理するテーブルの一例である。この
テーブルは管理装置１０６の記憶部２０２に保持されている。
【００２６】
　顧客情報としては、例えば顧客名、顧客ＩＤ、契約開始日、契約終了日、残り契約期間
などの情報が管理されている。５０１は、リユース契約の有無を示しており、契約上、消
耗品の交換時にリユース消耗品を扱って良いかどうかを識別できる。リユース契約が“Ｙ
ＥＳ”の場合は、部品交換時に新品の部品以外にもリユース部品を利用してもよいという
ことを示している。
【００２７】
　図６は、管理装置１０６が保持するリユース部品に関する情報を管理するテーブルの一
例である。このテーブルは管理装置１０６の記憶部２０２に保持されている。
【００２８】
　６０１は、各リユース部品の部品名を示している。６０２は、各リユース部品を識別す
るためのシリアル番号を示している。６０３は、各リユース部品の消耗率を算出する際に
用いるカウンタの単位を示している。本実施例では用紙枚数だが、他に回転数、時間など
が挙げられる。６０４は、各リユース部品のカウンタを示している。６０５は各リユース
部品の消耗率を示している。６０６は、各リユース部品を回収した日付を示している。こ
のリユース部品は顧客環境において、故障して修復不可能となった、またはその他の理由
で廃棄処分となった画像形成装置から、まだ使用できる消耗品として回収され、必要に応
じて加工されたものである。
【００２９】
　図７は、管理装置１０６が保持する交換対象となるリユース消耗品と、その交換の際に
変更すべき画像形成装置の設定に関する対応情報を管理するテーブルの一例である。この
テーブルは管理装置１０６の記憶部２０２に保持されている。７０１は、各リユース消耗
品の名称（部品名など）を示している。７０２は、リユース品の交換時に変更する画像形
成装置の設定を示している。ここでは、リユース消耗品として例えば感光ドラム、搬送ロ
ーラ、裏紙などを管理し、例えばリユースの感光ドラムが交換された際には、キャリブレ
ーションを行うことを示している。裏紙とは、既に片面に対して何らかの印刷が行われて
しまっている用紙を示す。
【００３０】
　また、搬送ローラなどのリユース品に対応して変更される設定に関して、リユース品の
消耗度に応じて変更される設定値を変動させる。
【００３１】



(8) JP 2010-266757 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

　図８は、管理装置１０６の交換に用いるべき消耗品の抽出から、画像形成装置１０２へ
の設定変更の指示までの処理を説明するためのフローチャートの一例である。ここでは、
画像形成装置の消耗部品に対する交換部品を抽出する例を説明する。管理装置における処
理である本フローチャートにおける各ステップは、制御部２０３が記憶部２０２などに格
納されたプログラムを読み出して、実行することで実現される。
【００３２】
　Ｓ８０１で、デバイス情報管理部２０６は画像形成装置１０２から情報を受信するまで
待機し、受信したことに応じてＳ８０２にすすむ。ここでは、画像形成装置から受信する
情報としては、デバイス情報と部品交換通知とに絞って説明する。Ｓ８０２で、デバイス
情報管理部２０６は画像形成装置１０２から受信した情報が部品交換通知でないかどうか
を判断する。ここで、部品交換通知であった場合はＳ８０７に進む。デバイス情報を受信
した場合はＳ８０３に進む。
【００３３】
　Ｓ８０３で、デバイス情報管理部２０６は受信したデバイス情報に画像形成装置１０２
で使用されている各消耗品（部品など）のカウンタの値が含まれる場合、その情報に基づ
き各部品の消耗率を算出する。Ｓ８０４で、デバイス情報管理部２０６はＳ８０３で算出
した各部品の消耗率が、規定値を超えているかどうかを判断する。ここで規定値とは、あ
らかじめ管理装置１０６に登録されたもので、部品を製造、管理するベンダなどの提供す
る情報などをもとに管理装置２０６の管理者が変更可能な値である。本実施例では、管理
装置１０６に予め登録されているものとしているが、画像形成装置１０２において登録さ
れていても良い。Ｓ８０４での判断の結果、画像形成装置１０２で使用されている何れの
部品の消耗率が規定値を超えていなかった場合は、管理装置１０６は処理終了となる。ま
た、Ｓ８０４での判断の結果、画像形成装置１０２で使用されている何れかの部品の消耗
率が規定値を超えていた場合は、Ｓ８０５に進む。Ｓ８０５では、消耗率が既定値を超え
た部品に対する交換部品の抽出処理を行う。この交換部品抽出処理については、図９のフ
ローチャートで詳細に後述する。
【００３４】
　Ｓ８０６で、デバイス情報管理部２０６は抽出された交換部品がリユース品（リユース
部品）であるかどうかを判断する。Ｓ８０６での判断の結果、抽出された交換部品がリユ
ース部品でない場合は、管理装置１０６におけるここでの処理終了となる。Ｓ８０６での
判断の結果、抽出された交換部品がリユース部品であった場合はＳ８０１へ戻り、デバイ
ス情報管理部２０６は、引き続き、画像形成装置１０２からの部品交換通知を待機するこ
とになる。部品交換通知とは、画像形成装置の保守のために手配されたサービスマン、ま
たはユーザにより部品交換が行われた際に、その画像形成装置から通知されるものである
。
【００３５】
　Ｓ８０７で、デバイス情報管理部２０６は、受信した交換部品通知に基づき、Ｓ８０５
の処理で抽出され、実際に交換されたリユース部品に対応した設定変更の指示を画像形成
装置１０２に対して送信する。設定変更の内容については、図７のテーブルを参照するこ
とにより決定され、通知管理部２０４により指示を含む通知が生成されることになる。
【００３６】
　Ｓ８０８で、デバイス情報管理部２０６はＳ８０７で行った設定変更の実行指示に対し
て、画像形成装置１０２において指示内容の実行が成功しているかを確認する。この確認
は、画像形成装置１０２からの成功、失敗の通知を受けることにより確認する、または所
定時間内に成功通知を受信できなかった場合は失敗と判断するといった処理により確認さ
れる。Ｓ８０８での確認の結果、画像形成装置１０２での実行結果が成功でない場合、Ｓ
８０９で、デバイス情報管理部２０６は失敗したことを管理装置１０６の管理者へ通知す
る。Ｓ８０８での確認の結果、画像形成装置１０２での実行結果が成功であった場合は本
処理を終了する。なお、Ｓ８０９で設定変更が失敗した場合は、顧客ネットワークに属す
る管理者に対して、自動での設定変更が失敗した旨の通知を行い、手動での設定変更を促
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すことも可能である。
【００３７】
　図９は、管理装置１０６における交換部品の抽出処理（Ｓ８０５）の詳細を説明するた
めのフローチャートである。
【００３８】
　Ｓ９０１で、デバイス情報管理部２０６は記憶部２０２に保存された顧客情報テーブル
のリユース契約５０１を確認する。Ｓ９０２で、デバイス情報管理部２０６はリユース契
約５０１を参照し、リユース部品の交換が可能な契約であるかどうかを判定する。Ｓ９０
２で判定した結果、リユース部品の交換が不可能であった場合はＳ９０７に進み、リユー
ス部品の交換が可能な場合はＳ９０３に進む。
【００３９】
　Ｓ９０３では、デバイス情報管理部２０６は、画像形成装置１０２の残り契約期間及び
ユーザの使用状況と、リユース部品の寿命を比較する。ここでの比較は、ユーザの使用状
況を考慮して残り契約期間で利用される部品の消耗量と、管理しているリユース部品の寿
命を比較することになる。Ｓ９０４で、Ｓ９０３での比較の結果、残り契約期間にユーザ
に使用される際に、十分に寿命が満足するようなリユース部品が存在するか確認する。Ｓ
９０４で確認した結果、条件に見合ったリユース部品が存在しなかった場合はＳ９０７に
進み、条件に見合ったリユース部品が存在した場合はＳ９０５に進む。
ここで、短い寿命のリユース部品を選択してしまった場合には、必要以上の交換を行うこ
とになってしまうため、無駄な交換のためのコストの増大や画像形成装置のダウンタイム
の発生することになる。よって、本発明においては、残り契約期間に十分見合った条件の
リユース部品を１つ以上選択するようにしている。
【００４０】
　Ｓ９０５では、デバイス情報管理部２０６は、Ｓ９０４で見つかった条件に合致したリ
ユース部品を交換対象とすることを交換部品情報として設定する。なお、図６のように条
件に合致するリユース部品が複数存在する場合は、残り寿命が短い方を優先して選択する
としてもよい。これにより、多くの機器でリユース部品の利用が促進されることになる。
一方、Ｓ９０６では、デバイス情報管理部２０６は、新品部品を交換対象とすることを交
換部品情報として設定する。
【００４１】
　Ｓ９０７でデバイス情報管理部２０６は、Ｓ９０５またはＳ９０６で設定が行われた交
換部品情報を含む、予め設定された宛先に対する通知を送信する。ここの通知は通知管理
部２０４により生成されることになる。
【００４２】
　図１０は、画像形成装置１０２における管理装置１０６からの指示に基づく処理を詳細
に説明するためのフローチャートである。本処理に関して、画像形成装置１０２のデバイ
ス情報制御部３０４が主体となって各ステップを実行することになる。
【００４３】
　Ｓ１００１で、管理装置１０６からの指示を待つ。Ｓ１００２で、管理装置１０６から
の指示が印刷などにかかる設定の変更指示であるかを確認する。Ｓ１００２で確認した結
果、管理装置１０６からの指示が設定の変更指示でない場合、Ｓ１００５で、画像形成装
置１０２は、受信した情報に従い、その他の処理を行う。その他の処理については、とく
に詳細については記載しない。Ｓ１００２で確認した結果、管理装置１０６からの指示が
印刷などにかかる設定などの変更指示である場合、Ｓ１００３で、画像形成装置１０２は
指示に従い、交換後に設定の変更を行う。Ｓ１００４で、画像形成装置１０２は設定の変
更結果を管理装置１０６へ返信する。
【００４４】
　［実施例２］
　本実施例では、消耗品の交換後、リユース消耗品による交換を行うことによって、画像
形成装置１０２が自身の設定を変更する処理について具体的に説明する。
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【００４５】
　図１１は、画像形成装置１０２における、交換部品抽出から設定変更指示までの処理を
説明するためのフローチャートである。本処理に関して、画像形成装置１０２のデバイス
情報制御部３０４が主体となって各ステップを実行することになる。
【００４６】
　Ｓ１１０１で、画像形成装置１０２自身が持つカウンタ情報から、各部品の消耗率を算
出する。ステップ１１０２で、算出された各部品の消耗率が規定値を超えているかどうか
を確認する。規定値とは、あらかじめ画像形成装置１０２の記憶部３０２に登録された画
像形成装置のベンダーの推奨値であって、例えば管理者などによって任意に変更可能とし
てもよい。また、管理装置１０６に登録されているものをネットワークなどを介して取得
してもよい。Ｓ１１０２で確認した結果、部品の消耗率が規定値を超えていなかった場合
は、本処理を終了する。Ｓ１１０２で確認した結果、部品の消耗率が規定値を超えていた
場合は、Ｓ１１０３に進む。
【００４７】
　Ｓ１１０３で、記憶部３０２に保存された顧客情報テーブルを確認する。こういった顧
客情報に関しては、外部の管理装置で管理し、この処理のタイミングで問合せることで確
認してもよい。Ｓ１１０４で、顧客情報のリユース契約５０１を参照し、リユース部品の
交換が可能な契約であるかどうかを判定する。Ｓ１１０４での判定の結果、リユース部品
の交換が不可能であった場合はＳ１１１４に進み、リユース部品の交換が可能であった場
合はＳ１１０５に進む。
【００４８】
　Ｓ１１０５で、交換部品の抽出処理を行う。この交換部品の抽出処理については図１２
のフローチャートを用いて詳細を説明する。
【００４９】
　Ｓ１１０６で、交換条件に合致したリユース部品が管理している在庫に存在するかどう
かを判定する。例えば、図６で説明したようなテーブルを画像形成装置で管理することで
、この判定処理を実現する。Ｓ１１０６での判定の結果、交換条件に合致したリユース部
品が存在しなかった場合はＳ１１１４に進み、交換条件に合致したリユース部品が存在し
た場合はＳ１１０７に進む。
【００５０】
　Ｓ１１０７で、交換部品を新品にするか、リユース品にするかをユーザが選択するため
の図１３（Ａ）で示す画面を表示部３０６に表示する。Ｓ１１０８で、画像形成装置１０
２はユーザによって「新品の交換」「リユース品の交換」のどちらが選択されたかを確認
する。Ｓ１１０８で確認した結果、ユーザによって「新品の交換」が選択された場合はＳ
１１１４へ進み、「リユース品の交換」が選択された場合はＳ１１０９に進む。
【００５１】
　Ｓ１１０９で、Ｓ１１０５での抽出処理によって抽出されたリユース部品を表示部３０
６において画面表示する（図１３（Ｂ））。ここでは、ユーザに所望なリユース品を選択
させるための画面として表示されている。Ｓ１１１０で、Ｓ１１０９で表示された画面か
ら、ユーザによって選択されたリユース部品を交換対象とすることを通知情報として、予
め設定された宛先へ通知する。ここで予め設定されている宛先とは消耗品の在庫を管理し
ている管理者のＰＣや消耗品を配送するサービス会社などが該当する。
【００５２】
　Ｓ１１１１で、Ｓ１１０９で表示された画面から選択されたリユース品に対応した設定
変更を実施するか否かを図１３（Ｃ）のような画面を表示部３０６に表示することでユー
ザに問合せる。ここで設定変更内容については、上述したように図７のテーブルを参照す
ることにより決定する。このテーブルは本実施例においては、例えば画像形成装置１０２
の記憶部３０２に保持されているものとする。Ｓ１１１２で、ユーザにより「設定変更の
実施」が選択されたかどうかを確認する。Ｓ１１１２で確認した結果、ユーザにより「設
定変更の実施」が選択された場合はＳ１１１３に進み、「設定変更の実施」が選択されな
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い場合は本処理を終了する。Ｓ１１１３で、画像形成装置１０２自身の設定を変更する。
ここでは設定の変更を実施するのは、リユース部品の交換がサービスマンや管理者などに
よって成された後を想定している。リユース部品の交換が成される前であれば、この設定
変更を予約登録し、交換を検出した際に実行するようにする。
【００５３】
　一方、Ｓ１１１４では、新品部品を交換対象とすることを通知情報として、予め設定さ
れた宛先へ通知することになる。
【００５４】
　ここでは、リユース品に関する設定変更について説明した。具体例としては、カセット
内の紙切れなどにおける紙の補給時に新品の普通紙ではなく、リユース品として裏紙を用
いる場合は、Ｓ１１１３で実行される設定変更として両面印刷を制限（禁止）する設定を
行うことになる。その際には、Ｓ１１０７では図１４（Ａ）、Ｓ１１１１では図１４（Ｂ
）に示すような画面を表示部３０６に表示することで、ユーザにリユース品の交換や設定
変更を促す。ここでの、自装置に対して行われる“両面印刷を制限（禁止）する設定”と
は、画像形成装置において両面印刷設定がされた印刷指示を受けた場合に自動的に片面設
定に変更する処理を示す。ほかにも、両面印刷設定がされた印刷指示がなされた場合に印
刷を中断して、印刷指示を行ったユーザに対してカセット番号と、該カセットを指定した
際には両面印刷が禁止されている旨の通知を行うといった処理が行われる。
【００５５】
　なお裏紙とは、既に片面が印刷などされている用紙のことを示し、省資源の取り組みの
一環として再利用される用紙のことである。
【００５６】
　図１２は、画像形成装置１０２における交換部品の抽出処理（１１０５）の詳細を説明
するためのフローチャートである。
【００５７】
　Ｓ１２０１で、画像形成装置１０２の残り契約期間及びユーザの使用状況と、リユース
部品の寿命を比較する。ここでの比較は、前述したＳ９０３と同様の比較となる。
【００５８】
　Ｓ１２０２で、Ｓ１２０１での比較の結果、残り契約期間にユーザに使用される際に、
十分に寿命が満足するようなリユース部品が存在するか確認する。Ｓ１２０２で確認した
結果、条件に見合ったリユース部品が存在しなかった場合は本処理を終了する。Ｓ１２０
２で確認した結果、条件に見合ったリユース部品が存在した場合、Ｓ１２０３で、条件に
合致したリユース部品を交換対象とすることを通知情報として設定する。
【００５９】
　本実施例では、部品消耗率の算出、交換部品の抽出処理を画像形成装置１０２が行って
いるが、それらの処理を管理装置１０６で行い、画像形成装置１０２が結果を問合せる形
態でも良い。また、交換部品情報の通知に関しても、ユーザによって交換部品が選択され
た時点で画像形成装置１０２から管理装置１０６へ通知を行い、管理装置１０６が所定の
宛先へ通知を行う形態としてもよい。
【００６０】
　［応用例］
　図１１による処理において、具体例として、カセット内の紙切れなどにおける紙の補給
時に新品の普通紙ではなく、リユース品として裏紙を用いる場合について説明した。
【００６１】
　ここで印刷システムの運用環境においては、省資源を意識するためにユーザ（ロール）
や部門に対して片面印刷を禁止するための手法が提供されている。例えば、ユーザの印刷
指示の際に、当該ユーザのユーザ情報に関連付けて、画像形成装置や外部サーバに片面印
刷やカラー印刷を禁止する権限情報を管理しておく。そして、印刷指示を受けた際にユー
ザ情報に基づきこの権限情報を参照することで、ユーザの印刷指示を両面印刷設定に変更
したり、キャンセルしたりする。
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【００６２】
　本発明においては、このユーザ権限ごとの印刷制御を考慮して適切に動作するための手
法を更に提供する。具体的には、本発明において用紙交換時に裏紙がセットされた際に、
新たな権限情報を生成する。例えば、裏紙がセットされた給紙カセットを指定した印刷の
際には、例外的に片面印刷をユーザに許容するための例外設定を含む権限情報を生成する
ことになる。
【００６３】
　こういった手法を用いることで、片面印刷が禁止されているユーザであっても、裏紙を
用いる印刷に際しては、片面印刷が行えるといった柔軟な仕組みが提供できる。
【００６４】
　［他の実施例］
　また、上述した各実施例で説明した制御方法を含む本発明は、以下の処理を実行するこ
とによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア（プロ
グラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、その
システム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出し
て実行する処理である。この場合、そのプログラム、及び該プログラムを記憶した記憶媒
体は本発明を構成することになる。
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